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　　　　　　　　　　　　   産後ケア事業　手引き　　　　　　　大阪府集合契約施設 

 

１．目的 

　妊娠・出産期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制をより一層充実させるため、産後の

母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を目的と

する。 

 

２．実施体制施設 

　大阪府との集合契約 

　　　３市３町（泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）の合同実施 

 

３．対象者 

　産後ケアを必要とする者で、出産後 1年未満の産婦と乳児（３市３町に住所を有する者）。なお、出産

は流産及び死産を含むこととし、その場合に限り、産婦のみの利用を認める。ただし、感染症の疑いのあ

る者や医療行為が必要な者を除く。 

　 

４．内容 

 
サービス内容

 
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

原則として午前 10 時か

ら翌日の午前 10時まで

の 24 時間の利用を１日

とし、３食の食事提供及

び右欄のサービスを提

供する。

ア 母体管理及び生活面の相談・指導 

イ 乳房手当（乳房マッサージ）、乳房トラブルケア（助産師が実

施すること） 

ウ 発育及び発達のチェック 

エ 体重増加及び排泄のチェック 

オ スキンケア及びスキンケアに関する相談 

カ 授乳方法に関する助言・指導 

キ 沐浴の実施及び方法に関する助言・指導 

ク 在宅での育児に関する相談・指導 

ケ 心理面のケア 

コ その他必要とする保健相談・指導 

※以下はショートステイ・デイサービスのみ 

 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

原則として、午前 10時

から午後７時までの９

時間の利用を１日とし、

２食の食事提供及び右

欄のサービスを提供す

る。

 ショートステイ デイサービス アウトリーチ

 泉佐野市 〇 〇 ○

 熊取町 ○ ○ ○

 田尻町 ○ ○

 泉南市 ○ ○ ○

 阪南市 ○ ○

 岬町 ○ ○ 〇
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５．利用の流れ 

①初回利用希望者は、原則初回利用希望の 5 開庁日前までに各市町の申請書を提出する。（母子利用：別

紙１、産婦のみ利用：別紙２） 

②各市町において対象であるかの審査を行い、対象者と承認された場合、産後ケア事業利用承認決定通

知書を利用者に送付、利用者が直接産後ケア提供施設に連絡し、日程調整を行う。 

③施設は利用可能日数の残数及び承認期間の範囲内であることを確認する。 

④施設は利用時に母子健康手帳、産後ケア事業利用承認決定通知書を持参するように伝える。 

⑤施設は利用者の利用に必要な情報を各市町に問い合わせることができる。また、各市町は必要に応じ

て施設に利用者の情報提供を行う。 

⑥施設は利用当日、４．のサービス内容を提供する。 

⑦施設は利用の状況を記入する。母子健康手帳の産後ケアの記録欄に利用日、方法（宿泊・デイサービス・

訪問）、場所を記入する。ショートステイなら備考欄に〇泊〇日と記入する。枠がなくなった場合、下

方の利用記録に同内容を記入する。 

⑧利用施設が変わった場合、産後ケア事業利用承認決定通知書と親子健康手帳等の産後ケアの記録で施

設は利用回数を判断する。 

⑨施設は利用終了後、早期フォローの必要な場合は各市町へ電話連絡する。 

⑩施設は月毎に実施分をまとめて各市町に請求する。 

 

６．事業費用 

ただし、次頁の利用者自己負担額は各施設が利用者から徴収し、差額を各市町に請求する。 

 ア
ウ
ト
リ
ー
チ

原則として、２時間程度

の利用を１回とし、利用

者の居宅にて右欄のサ

ービスを提供する。

サ 母親への食事の提供（ショートステイ・デイサービスのみ） 

※以下は岬町のみ 

シ 乳児のおむつ、おしり拭き、粉ミルク（５か月以上の児は粉ミルク及び離乳食）

及び母親の産褥パット、母乳パットの提供（６．事業費に消耗品を含む場合）

 サービス内容 　　　　　　　　　　内訳 １回あたり単価

 ショートステイ 

（訪問型）

契約単価（消耗品を含まない） 
※産婦のみ利用する場合も同額

泉佐野市･熊取町･ 
田尻町・泉南市･阪南市

　  ４０，１１０円

 契約単価（消耗品を含む） 
※産婦のみ利用する場合も同額

岬町 
４１，６１０円

 多胎児加算 ６，０２０円

 デイサービス 

（通所型） 

 

 

契約単価（消耗品を含まない） 
※産婦のみ利用する場合も同額

泉佐野市･熊取町･ 

田尻町・泉南市･阪南市
１９，５３０円

 契約単価（消耗品を含む） 
※産婦のみ利用する場合も同額

岬町 
２０，０３０円

 多胎児加算委託料 ２，９３０円

 アウトリーチ 

（訪問型） 

契約単価　※産婦のみ利用する場合も同額 ７，７９０円

 
多胎児加算 １，１７０円
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＜利用者自己負担額＞ 

 

７．キャンセル料 

・利用者の都合により日程変更やキャンセルする場合は、利用日の 2 日前の 17 時までに利用施設に直接

連絡する。それ以降のキャンセル料は、すべての方にショートステイ 4,100 円、デイサービス 2,000 円、

アウトリーチ 770 円、一般世帯の自己負担額を利用者より徴収する。多胎の方は一般世帯の加算分の自

己負担額を追加で利用者より徴収する。（※ただし、施設がキャンセル料を徴収する必要がないと認める

場合は、上記に限らないこととする。） 

 

 

８．実績報告 

・施設は、サービス終了後、産後ケア事業実施報告書に必要事項を記録し、利用者にアンケートをとる。 

・実績については、市町ごとに 1か月分をとりまとめ、実施報告一覧表を作成し、産後ケア事業実施報告 

 一般世帯 　　　市町民税非課税世帯 生活保護世帯

 シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

泉佐野市･ 

熊取町･田尻町・ 

泉南市･阪南市

　　　岬町 泉佐野市･熊取町･岬

町

田尻町･泉南市･ 

阪南市

泉佐野市･泉南市･ 

熊取町･岬町

田尻町･阪南市

 (消耗品を 

含まない)　　 

４，０００円

(消耗品を 

含む)　　 

４，１００円

　　　　 

 

        ０円

 

 

２，０００円

　　　   

 

         ０円

 

 

２，０００円

 　　　　　　　　　　　　　　※産婦のみ利用する場合も上記同額

 (多胎児加算)　　 

                 ６００円

(多胎児加算)　 
　　　　　０円

(多胎児加算） 

　　３００円

(多胎児加算） 
　  　 ０円        

(多胎児加算） 

　　３００円

 デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

サ
ー
ビ
ス

泉佐野市･ 

熊取町･田尻町・ 

泉南市･阪南市

　　　岬町 泉佐野市･熊取町･岬

町

田尻町･泉南市･ 

阪南市

泉佐野市･泉南市･ 

熊取町･岬町

田尻町･阪南市

 (消耗品を 

含まない） 
１，９００円

(消耗品を 

含む)　　 

２，０００円

　　  　 

 

        ０円

 

 

９５０円

　　　 

 

       ０円

 

 

９５０円

 　　　　　　　　　　　　　　※産婦のみ利用する場合も上記同額

 (多胎児加算)　　 

                 ２９０円

(多胎児加算) 

　　　　　０円

(多胎児加算) 

　　１５０円

(多胎児加算) 
　　　　０円

(多胎児加算) 

　　１５０円

  

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

　　泉佐野市･熊取町･泉南市・岬町　 泉佐野市･熊取町･岬

町

泉南市･ 　　　泉佐野市･泉南市･熊取町･岬町

 　　　　　　　　 ７７０円         ０円 ３８０円   ０円

 　　　　　　　　　　　　　　　※産婦のみ利用する場合も同額

 (多胎児加算)　　 

                 １１０円

(多胎児加算)　 

　　　　  ０円

(多胎児加算)　 

    ５０円

(多胎児加算)　 

　　　　     ０円
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書を添えて、翌月８日までに各市町へ提出する。 

なお、産後ケア事業実施報告書については、利用者の内容確認を必要とする。また、緊急で支援すべき 

利用者がいる場合、各市町へ引継ぎ連絡票の項目に準じて電話等で報告するとともに、各市町より文書 

による引継ぎの要望がある場合は、引継ぎ連絡票を送付する。 

 

９．委託料の請求 

・施設は、７．による実績報告に係る書類を提出し、市町での履行確認後、翌月の 15 日までに契約単価 

　から利用者自己負担額を差し引いた金額に利用件数を乗じた金額を請求する。 

 

１０．各市町連絡先 

 施設名等 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

 
泉佐野市こども家庭課 598-8550　泉佐野市市場東 1-1-1

（072）　

429-9340
（072）　

469-3363
 すくすくステーション 

（熊取町こども育成課 

母子保健グループ）

590-0451　熊取町野田 1-1-8
（072）　

452-6294
（072）　

453-7196

 
田尻町健康課 598-0091　田尻町嘉祥寺 883-1

（072）　

466-8811
（072）　

466-8841

 泉南市健康子ども部保健推進課

（泉南市立保健センター）
590-0504　泉南市信達市場 1584-1

（072）　

482-7615
（072）　

485-1621
 

阪南市こどもすこやかセンター 599-0292　阪南市尾崎町 35-1
（072）　

489-4509
（072）　

473-3504
 

岬町立保健センター 599-0311　岬町多奈川谷川 2424-3
（072）　

492-2424
（072）　

492-2433


